
外国人と人権 

― 多文化共生社会をめざして ― 

日本で暮らす外国人の数は令和３年末時点で、２７６万人を超えています。 

人・物・情報が地球規模で行き交う今日、地域や職場、学校など県民の皆さんの身

近なところで、国籍や民族の異なる人びとと接する機会が増加しています。 

日常生活のなかで、日本語が話せない・よく理解できないために役所や学校からの

必要な情報が届かなかったり、地域や職場、学校の中で孤立したり、外国人であるこ

とを理由に希望する住宅への入居を断られたり、病気になったときに医師に病状を適

切に訴えられなかったりなど、さまざまな困難や不利益を感じている外国人も少なく

ありません。 

多文化共生社会※のまず第一歩として、身近なところで、それぞれのできる範囲

で、日本語に不自由している外国人とのコミュニケーションの機会を増やす努力をし

たいものです。 

多文化共生社会とは・・・国籍や民族などの異なる人びとが、互いの文化的違いを認め合い、尊重

し合い、助け合いながら、共に生きていく社会のこと 

近年、福岡県内では、JR鉄構内や駅周辺施設に外国人に関する差別落書きや貼り紙

が発見されています。 

また、在日外国人に対する「ヘイトスピーチ」が、新たな人権問題として社会的な

関心を集めている中、平成２８年６月３日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言

動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）」が施行されて

います。 

こうした行為は、外国人の方を傷つけるだけでなく、それを見たり聞いたりした人

びとに不安感や嫌悪感を与え、差別や偏見を助長させる恐れがあります。多文化共生

社会の実現をめざす私たちにとって重要な課題です。 

  



〔令和３年度 人権問題に関する県民意識調査〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔外国人の方のための県内相談窓口〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本に居住する外国人や外国にルーツのある人の人権に関することがらで、人権がとくに尊重
されていないと思うことはどのようなことですか？ 

 全体の 24.7％が「わからない」とし、

「回答なし」も 2.8％ありますが、最も

多いのは「就職や職場で不利な扱いを受

けること」の 44.1％で、「特定の民族や

国籍の人に対する差別的言動（ヘイトス

ピーチ）」（39.2％）が続いています。 

 「アパートなどの住居への入居が困

難」や「病院等に十分な外国語表記がな

かったり、通訳が不十分なためサービス

が受けにくい」についても３割以上あげ

られています。 

  

結婚問題で周囲から反対を受けること

就職や職場で不利な扱いを受けること

特定の民族や国籍の人に対する差別的言動

（ヘイトスピーチ）

アパートなどの住居への入居が困難なこと

病院や施設等に十分な外国語表記が

なかったり、医療通訳が不十分なため、

サービスが受けにくいこと

習慣等が異なるため地域社会で

受け入れられにくいこと

回答なし

年金など社会保障制度で不利な扱いを

受けること

店舗等への入店や施設利用を拒否されること

その他

わからない
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複数回答（○はいくつでも）

相談内容等
(相談窓口の名称）

相談機関 電話番号 相談時間等 担当区域・備考

入管手続き、雇用・労働、社会保険・
年金、税金、医療、出産・子育て、教育、
日本語学習、防災・災害、住宅、身分問
題、交通・運転免許、通訳・翻訳など外国
人の生活に関すること

福岡県外国人相談センター 0120-279-906 10:00～19:00

（場所）福岡県国際交流センターこくさいひろば入口
（メール）
fukuoka-maic@kokusaihiroba.or.jp
対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、
ネパール語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、マレー語、
スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ロシア語、
ポルトガル語、ミャンマー語、クメール語、モンゴル語、
シンハラ語、ヒンディー語

（公財）福岡県国際交流センター
こくさいひろば

092-725-9200
10:00～19:00
（年末年始除く）

対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語

八幡
093-643-6060

小倉北区役所

出張所

093-582-3326

（公財）福岡よかトピア国際交流
財団
（福岡市外国人総合相談支援セ
ンター）

092-262-1799
月～金

8:45～18:00

一般相談：電話通訳含め２１言語対応
専門相談：【予約不要】入国・在留・国籍等相談　第２日曜　13:00～
15:30
【要予約】法律相談　第１土曜・第３水曜　心理カウンセリング　月・
火・木

英語による労働条件に関する相談
福岡労働局
（外国人労働者相談コーナー）

092-411-4862
毎週火曜、
第2・4木曜
9:00～16:00

対応言語：英語

人種差別、就労、住宅関係、婚姻、ＤＶ、
離婚、帰化、入国管理などに関わる人権
問題に関する相談（面談）

福岡法務局人権擁護部 092-832-4311

国籍、入国、在留等手続きに関すること
など（面談）

（公財）福岡県国際交流センター
（福岡県行政書士会）

092-725-9200

火～金
10:00～16:00

対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語
（公財）北九州国際交流協会
（外国人インフォメーションセン
ター）

（面談日）毎月第２土
　　　　　　13:00～16:00
（場所）アクロス福岡３階「こくさいひろば」
（対応言語）日本語、英語

（面談日）第１月曜16:30～18:30（受付18:00まで）
　　　　　　第４土曜13:00～16:00（受付15:30まで）
（場所）アクロス福岡３階「こくさいひろば」
（対応言語）日本語、英語、中国語（他は応相談）
　※英語・中国語は第４土曜のみ

外国人の生活に関することなど


